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対人葛藤の際に用いられる方略の中でもとり
わけ謝罪は，対人葛藤を円滑に解決し，当事者
間の関係を良好なものにすることから，幼児期
から成人期にかけて，対人葛藤場面で広く用い
られる。例えば，違反場面において，謝罪，弁
明，正当化，拒否という４つの方略の中からい
ずれか１つを選択するよう大学生に求めた
Gonzales, Manning, & Haugen（1992）では，４
つの方略の中で謝罪の選択率が最も高いことが
確認されている。同様の見解は幼児についても
得られており，幼児は概ね自らに非が認められ
る状況では，補償行動などの他の方略よりも謝
罪を多く選択することが示されている（中川・
山崎，2004）。このように，幼児から成人にわ
たる幅広い年齢層において謝罪は多用されてお
り，その発達背景のひとつには，謝罪効果の認
識があるとされている。

謝罪効果の認識については，主に成人や児童
を対象とした検討が行われている。例えば，
Darby & Schlenker（1982，1989）は，仮想場面
としてシーソー遊び場面やお皿運び場面を取り
上げ，他者にけがを負わせたり所有物を破損す
るなどの違反を犯した加害者の謝罪に対する第
３者の認識について，許容，罰回避，印象悪化
抑制などの側面から検討した。その結果，これ
ら許容などにおける謝罪効果の程度は，意図性
などの違反特性に左右されることが示された。
さらに，おざなりな謝罪に比べ，補償行動を伴
う手の込んだ謝罪を行う加害者の評価が高いこ
とから，謝罪の精緻度は謝罪効果の程度を左右
する要因であることが確認されている。このよ
うに，謝罪には，被害者の怒りを緩和し許容を
得やすくするなどの効果があり，その効果の程
度は，違反特性や対人関係特性によって異なる
ことが明らかにされている。しかし，これらの
見解のほとんどが，児童期以降を対象として得
られたものであり，幼児期に見られる謝罪効果
がどのような要因と関連するかについては不明
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なままである。
幼児期の謝罪に関連する要因としては，親密

性や他者視点取得能力，被害および責任の程度
などがあるが，その中でもとりわけ親密性は幼
児の謝罪と強く関連すると考えられる。幼児が
親密な他者とそうでない他者に対し，明確に差
別化した行動をとるようになるのは３・４歳頃
であるとされている。例えば，３・４歳頃にな
ると，親密性の低い他者に比べて高い他者と遊
びを共有する機会が増える。３歳頃には，自己
主張の強さから遊びの中で葛藤を多く経験する
が，このような葛藤を経験する相手は遊びを共
有する機会の多い親密な他者である（Hartup,

Laursen, Stewart, & Eastenson, 1988 ; Hinde,

Titmus, Easton, & Tamplin, 1985）。４・５歳頃に
なると，自己調整機能の発達に伴い欲求を抑制
することが少しずつ可能になり，また，特定の
他者との関係維持を強く望むようになり，親密
な他者には自己中心的な反応ではなく共感的反
応を多く示すようになる。このような親密性に
よる反応の違いについての見解は，謝罪につい
ても当てはまるものであると考えられる。
謝罪と親密性との関連については，加害者側

の視点からは謝罪生起，被害者側の視点からは
許容という２つの観点から検討がなされてい
る。まず，謝罪生起については，親密性の異な
る５つのグループに対する成人の罪悪感反応か
ら，親しい他者には罪悪感が生起しやすいこと
が示され（Baumeister, Reis, Delespaul, 1995），
したがって，罪悪感を基礎とする誠実な謝罪が
生じやすいと考えられている。さらに，幼児を
対象とした研究では，謝罪を，罪悪感を伴う誠
実な謝罪と罪悪感を伴わない道具的謝罪に大別
したところ，親密性の高い他者には誠実な謝罪
が多く用いられることから，幼児が用いる謝罪
の種類には親密性が強く影響することが示され
た（中川・山崎，2004）。このように，親密性
は謝罪と密接に関連する要因であることが確認
されている。
また，謝罪効果が期待される側面として，従

来の謝罪研究では許容や怒り緩和，罰回避など
が扱われてきた。中でも許容については，成人
の場合，親密性の高い加害者と低い加害者が謝
罪するとき，被害者は親密性の高い加害者に対
して，より怒りを緩和させやすく，またより高
い共感性を喚起させ，このような怒り緩和や高
い共感性によって許容が導かれやすいことが報
告されている（McCullough, Rachal, Sandage,

Worthington, Brown, & Hight, 1998）。しかしな
がら，幼児については，成人と同様に怒り緩和
や許容が親密性の高低と関連するか否かについ
ては不明であり，また，従来の謝罪研究で取り
上げられてきた印象悪化抑制や罰回避など，謝
罪による効果が期待される諸側面についても親
密性とどのような連関関係にあるかは明らかに
されていない。さらに，親密性が謝罪効果の認
識と関連する程度が年齢によってどの程度異な
るかについても知見が得られていない。謝罪効
果を認識する際に親密性という状況情報を手掛
かりとするのか，手掛かりにするのであれば，
その程度には年齢による違いが見られるのかを
明らかにすることは，幼児期における謝罪の発
達解明にもつながり得る。
以上のことから，本研究では４・５・６歳児

を対象として，親密性と謝罪効果の認識との関
連について検討する。なお，謝罪効果について
は，従来の謝罪研究に倣い，罰回避，印象悪化
抑制，怒り緩和，許容の４つを取り上げる。
本研究における仮説は以下の通りである。

McCulloughら（1998）が指摘するように，親密
性の高い他者に対する怒りは緩和されやすく，
許容が導かれやすいことから，怒り緩和や許容
は親密性と強く関連すると思われる。また，印
象悪化抑制は自己に対する他者評価の認知であ
ることから，親密性のような対人関係要因によ
る影響を受けやすく，したがって親密性と強く
関連すると予測される。さらに，親密性の高い
他者が謝罪するとき，より共感性が喚起されや
すいことから（McCullough et al., 1998），罰に
関しても謝罪後の寛大な配慮が予測され，より
罰が回避されやすいと予測される。このことか
ら，怒り緩和，許容，印象悪化抑制，罰回避の
すべてにおいて，謝罪効果の程度に親密性によ
る違いがみられ，被害者との親密性が高いとき，
より高い謝罪効果が得られるであろう（仮説
１）。また，謝罪を含む社会的行動には親密性
による影響が見られ，その程度は年齢に伴い高
まることから（中川・山崎，2004），親密性が
謝罪効果の認識に影響する程度には年齢に伴う
高まりが見られるであろう（仮説２）。
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方　法

対象児：４歳児39名，５歳児30名，６歳児23名
であった。
材料：幼児が遊びの中で用いているおもちゃの
絵10枚（赤ボール，青ボール，絵本，ブロッ
ク，車のおもちゃ，ままごとセット，なわと
び，人形，ロボット，砂場の遊具），指人形
８体（男児用４体〔謝罪あり／なし条件〕，
女児用４体〔謝罪あり／なし条件〕）であっ
た。
要因計画：年齢（３：４歳，５歳，６歳）×親
密性（２：高群，低群）×謝罪の有無（２：
あり，なし）についての３要因計画であり，
年齢および親密性は被験者間要因，謝罪の有
無は被験者内要因であった。
教示文：実験前に，「これから指人形を使って
お話をするのでよく見ていてください。お話
の中には，あっくん（ともくん）とまあくん
（ゆうくん）という２人の子が出てきます。
○○くん（対象児の名前）は，あっくん（と
もくん）の気持ちになってお話を聞いていて
ね。お話の後に，あっくん（ともくん）のこ
とについて聞きます。○○くんはあっくん
（ともくん）の気持ちになって答えてくださ
い。あっている答えや間違っている答えはな
いので，○○くんが思ったことを教えてね。」
と対象児に教示した。
課題文：「まあくん（ゆうくん）が部屋でおも
ちゃで遊んでいる。そこへあっくん（ともく
ん）がやってきてまあくん（ゆうくん）に
『おもちゃを貸して』と言った。しかし，ま
あくん（ゆうくん）はまだおもちゃで遊びた
かったので，あっくん（ともくん）におもち
ゃを貸さなかった。すると，あっくん（とも
くん）はまあくん（ゆうくん）のおもちゃを

取りあげて持っていってしまった。まあくん
（ゆうくん）は返して欲しいと言ったが，あ
っくん（ともくん）は返さなかった。まあく
ん（ゆうくん）は泣き出してしまった。」と
いう，ものの取り合いについての課題文であ
った。
なお，謝罪あり条件における登場人物はあ

っくんとまあくんであり，謝罪なし条件にお
ける登場人物はともくんとゆうくんとした。
また，あっくん（ともくん）とまあくん（ゆ
うくん）という登場人物が出てくる教示文お
よび課題文は男児についてのものであり，女
児に対しては，登場人物の名前をあっちゃん
（ともちゃん），まあちゃん（ゆうちゃん）に
変えて教示文および課題文を提示した。
手続き：まず，調査対象児を親密性高群と低群
に無作為に振り分けた。親密性高群と低群の
各々に対し，謝罪あり条件と謝罪なし条件の
２つの課題を実施した。最初に，幼児に，10
枚のおもちゃの絵の中から好きなものを２つ
選択するよう求めた後，課題文に登場する加
害者と被害者の親密性について以下の教示を
行った。
１．親密性高群：「あっくんとまあくんは同じ
園に通っています。二人はいつも一緒に遊
んでいる仲良しで大好きなお友達です。」

２．親密性低群：「あっくんとまあくんは同じ
園に通っています。でも，あっくんとまあ
くんは一度も一緒に遊んだことのない仲良
しではない二人です。」
さらに各群ごとに，謝罪の有無の条件操作を

するために，各条件に対して以下の手続きをと
った。
（1）謝罪あり条件
２人の子がおもちゃを取り合う話を指人形２

体を用いて実験者が演じ，最後に「あっくんは

－43 －

原著論文

Figure１　年齢，親密性および謝罪の有無による罰

回避得点の違い

Figure２　年齢，親密性および謝罪の有無による印

象悪化抑制得点の違い



まあくんに『ごめんね』と謝った」という一文
を挿入した。
（2）謝罪なし条件
２人の子がおもちゃを取り合う話を別の指人

形２体を用いて実験者が演じ，最後に「ともく
んは何も言わずに帰ってしまった」という一文
を挿入した。
なお，各条件で用いられたおもちゃは，手続

きのはじめに記した，対象児が予め選んだおも
ちゃのどちらか一方であった。また条件呈示の
順序は偏らないようにカウンターバランスし
た。
次に，罰回避，加害者の印象悪化抑制，怒り

緩和，許容獲得について質問し，その質問に対
して，「怒られない」，「好き」，「怒っていない」，
「許す」と回答した幼児に対して，効果をどの
程度認識しているかを，大中小３つの円を描い
た図版を示し，いずれかの円を選択させること
により３段階で評定させた。
質問１（罰回避について）：「加害者が謝罪

した／謝罪しなかった後，先生に怒られる／怒
られないと思うか」
質問２（印象悪化抑制について）：「加害者

が謝罪した／謝罪しなかった後，被害者が自分
のことを好き／嫌いだと思うか」
質問３（怒り緩和について）：「加害者が謝

罪した／謝罪しなかった後，被害者が怒ってい
る／怒っていないと思うか」
質問４（許容について）：「加害者が謝罪し

た／謝罪しなかった後，被害者が許す／許さな
いと思うか」
質問１については，「怒られる」と「怒られ

ない」の２つの選択肢は，呈示順序が偏らない
ようにカウンターバランスした。質問２，３，
４についても同様であった。
課題文の内容を対象児が理解しているかを確

認するため，課題文の提示後，「今のお話はど
んなお話だったか覚えてる？」と尋ねたところ，
すべての対象児が課題文および教示文を理解し
ていたので，すべての対象児を分析対象とし
た。

結　果

１．年齢および親密性による謝罪効果の違い
罰回避，印象悪化抑制，怒り緩和，許容の質

問について，「怒られない」，「好き」，「怒って
いない」，「許す」と回答した者にはその程度に
応じて１～３点を，それ以外の者には０点を与
え，これを罰回避得点，印象悪化抑制得点，怒
り緩和得点，許容得点とした。罰回避得点，印
象悪化抑制得点，怒り緩和得点，許容得点につ
いての結果を各々Figure 1, 2, 3, 4に示す。
年齢，親密性，謝罪の有無によって，罰回避

得点，印象悪化抑制得点，怒り緩和得点，許容
得点に違いがみられるかを検討するために，各
得点について３（年齢）×２（親密性）×２
（謝罪の有無）の３要因分散分析を行った。
罰回避得点については，謝罪の有無の主効果

（F (1, 86) = 35.52, p < .01）および年齢×謝罪の
有無の交互作用（F (2, 86) = 7.26, p < .01）が有
意であった。交互作用が有意であったので下位
検定を実施した結果，年齢条件における謝罪の
有無の単純主効果が有意であり，多重比較の結
果，５・６歳児では謝罪なし条件よりも謝罪あ
り条件の得点が高く，５・６歳児は謝罪するこ
とで罰を回避できると認識していることが示さ
れた。さらに，謝罪の有無条件における年齢の
単純主効果が有意であり，多重比較の結果，謝
罪あり条件では４歳児よりも５・６歳児の得点
が，謝罪なし条件では６歳児よりも４歳児の得
点が有意に高かった。このことから，４歳児に
比べて５・６歳児は，違反後の謝罪が罰回避に
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Figure３　年齢，親密性および謝罪の有無による怒

り緩和得点の違い

Figure４　年齢，親密性および謝罪の有無による許

容得点の違い



強く影響すると認識していることが示された。
印象悪化抑制得点については，親密性（F (1,

86) = 6.27, p < .01）および謝罪の有無（F (1, 86)
= 48.53, p < .01）の主効果が有意であり，年
齢×謝罪の有無の交互作用に有意傾向が見られ
た（F (2, 86) = 3.10, 0.5 < p < .10）。交互作用に
ついて下位検定した結果，謝罪あり条件におけ
る年齢の単純主効果が有意であり，多重比較の
結果，４歳児に比べて５・６歳児の得点が有意
に高いことが示された。したがって，幼児は謝
罪によって印象悪化を抑制できると認識してお
り，認識の程度は年齢に伴い高くなることが明
らかにされた。
怒り緩和得点については，謝罪の有無の主効

果が有意であり（F (1, 86) = 38.94, p < .01），親
密性の主効果に有意傾向が見られ（F (1, 86) =
3.87, .05 < p < .10），親密性低群よりも高群にお
いて，また謝罪なし条件よりも謝罪あり条件に
おける怒り緩和得点が高かった。このことから，
被害者との親密性が高いときや違反後謝罪した
とき，幼児は被害者の怒りを緩和できると認識
していることが示された。
許容得点については，親密性（F (1, 86) =

13.15, p < .01）および謝罪の有無（F (1, 86) =

48.89, p < .01）の主効果が有意であり，年齢×
謝罪の有無の交互作用に有意傾向が見られた
（F (2, 86) = 2.47, 0.5 < p < .10）。交互作用につい
て下位検定したところ，謝罪あり条件における
年齢の単純主効果が有意であり，多重比較の結
果，４歳児よりも６歳児の得点が有意に高いこ
とが示された。したがって，４歳児よりも６歳
児の方が謝罪することによって許容を得られる
と認識していることが示された。
２．年齢および親密群別に見た変数間の関連
罰回避得点，印象悪化抑制得点，怒り緩和得

点，許容得点の各々がどのような関係にあるか
をみるために，年齢および親密性群別に相関分
析を行った。
まず，４歳児の親密性高群では（Table 1），

怒り緩和得点と罰回避得点の間にのみ有意な正
の相関が見られたが（r = .54, p < .05），親密性
低群では（Table 2），怒り緩和得点と印象悪化
抑制得点（r = .68, p < .01），許容得点（r = .67,
p < .01），罰回避得点（r = .47, p < .05）の間に，
また，印象悪化抑制得点と許容得点（r = .72, p
< .01）との間に有意な正の相関が見られた。５
歳児については，親密性高群では（Table 3），
印象悪化抑制得点と罰回避得点（r = .79, p <
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Table１　各変数間の相関（４歳児・親密性高群）

**p < .01, *p < .05

Table３　各変数間の相関（５歳児・親密性高群）Table３　各変数間の相関（５歳児・親密性高群）

**p < .01, *p < .05

Table４　各変数間の相関（５歳児・親密性低群）

Table２　各変数間の相関（４歳児・親密性低群）

**p < .01, *p < .05

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.18**

怒り緩和制得点 0.54** -0.03**

許容得点 0.35** -0.34** 0.13**

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.29**

怒り緩和制得点 0.47** 0.68**

許容得点 0.36** 0.72** 0.67**

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.79**

怒り緩和制得点 0.29** 0.48**

許容得点 0.42** 0.49** 0.58**

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.78**

怒り緩和制得点 0.38** 0.52**

許容得点 0.52** 0.80** 0.26**

**p < .01, *p < .05

Table５　各変数間の相関（６歳児・親密性高群）

**p < .01, *p < .05

Table６　各変数間の相関（６歳児・親密性低群）

**p < .01, *p < .05

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.34**

怒り緩和制得点 0.46** 0.69**

許容得点 0.34** 1.00** 0.69**

罰回避得点 印象悪化
抑制得点 怒り緩和得点

罰回避得点

印象悪化抑制得点 0.39**

怒り緩和制得点 0.57** 0.69**

許容得点 0.43** 0.60** 0.40**



.01），怒り緩和得点と許容得点（r = .58 p < .05）
の間に有意な正の相関が見られ，親密性低群で
は（Table 4），印象悪化抑制得点と怒り緩和得
点（r = .52, p < .05），許容得点（r = .80, p < .01），
罰回避得点（r = .78, p < .01）の間に，さらに許
容得点と罰回避得点（r = .52, p < .05）の間に有
意な正の相関が見られた。最後に６歳児に関し
ては，親密性高群では（Table 5），印象悪化抑
制得点と怒り緩和得点（r = .69, p < .01），許容
得点（r = 1.00, p < .01）の間および，怒り緩和
得点と許容得点（r = .69, p < .01）の間に有意な
正の相関が見られたが，親密性低群で有意な正
の相関が見られたのは，印象悪化抑制得点と怒
り緩和得点間のみ（r = .69, p < .05）であった
（Table６）。このことから，被害者との親密性
が低い場合，年齢に伴い，各側面間の連関は薄
れていくが，反対に，被害者との親密性が高い
場合は，年齢に伴って謝罪効果が期待される各
側面を関連づけて考えるようになるといえる。

考　察

本研究の目的は，親密性が幼児の謝罪効果の
認識と関連するか否かを検討することであっ
た。従来の謝罪研究に倣い，罰回避，印象悪化
抑制，怒り緩和，許容の４つに対する謝罪効果
の認識の程度に親密性による違いが見られるか
否かについて分析したところ，印象悪化抑制，
怒り緩和，許容における謝罪効果の程度は親密
性と関連しており，被害者との親密性が低いと
きよりも高いときに，怒り緩和や許容が得られ
やすく，印象悪化も抑制されやすかった。しか
しながら，罰回避については親密性による謝罪
効果の違いが見られなかった。したがって，怒
り緩和，許容，印象悪化抑制，罰回避のすべて
について，親密性による謝罪効果の違いが見ら
れるであろうという仮説１は，怒り緩和，許容，
印象悪化抑制においてのみ支持された。また，
印象悪化抑制，怒り緩和，許容，罰回避のいず
れについても，親密性が謝罪効果に影響する程
度に年齢差は見られず，したがって，親密性が
謝罪効果に影響する程度には年齢に伴う高まり
が見られるであろうという仮説２は支持されな
かった。
怒り緩和については，親密性および謝罪の有

無による違いが見られ，幼児は被害者との親密
性が低いときに比べ高いときの方が，また，謝
罪しないときよりも謝罪したときの方が，より
被害者の怒りを緩和できると認識していること

が示された。このことから，謝罪には怒り緩和
の効果があるという成人における見解が
（Ohbuchi, Kameda, & Agarie, 1989），幼児におい
ても当てはまるだけでなく，その程度は親密性
による影響を受けることが明らかとなった。
印象悪化抑制と許容については，ともに親密

性と謝罪の有無の主効果が有意であり，被害者
との親密性が低い場合よりも高い場合におい
て，印象悪化抑制や許容における高い謝罪効果
が見られた。また，加害者が謝罪する場合，４
歳児よりも５・６歳児の方が印象悪化を抑制で
きると認識しており，４歳児よりも６歳児の方
が許容を得られると認識していた。このことか
ら，親しい他者を傷つけたとき，謝罪すること
によって，許容を得られ，他者評価の低下を防
ぐことができるという認識は年齢に伴い高まる
ことが示された。このような結果は，親密な人
間関係において違反を犯した場合，価値ある関
係を喪失することに対する不安から，許して欲
しい，嫌われたくないという認識が生じ，その
認識が，年齢に伴い強くなることを示すもので
ある。親密な関係喪失の不安は謝罪の強い動機
づけとなることから（McCullough et al., 1998），
とりわけ親密性の高い他者に対する謝罪生起が
年齢に伴い高くなる（中川・山崎，2004）背景
には，許容および印象悪化抑制への謝罪効果の
認識があると推察される。
このように，怒り緩和，許容，印象悪化抑制

における謝罪効果の認識の程度については親密
性による違いが見られることが明らかになった
が，罰回避については謝罪効果の程度と親密性
との間に関連は見られなかった。加えて，保育
者からの罰を回避できるという認識は，謝罪あ
り条件では４歳児より５・６歳児で高く，謝罪
なし条件では６歳児より４歳児で高いという結
果から，６歳頃には，親密性の高低によらず，
謝罪すれば罰は回避され，謝罪しなければ罰を
回避できないという明確な認識を持ち，謝罪が
罰回避に果たす役割を強く認識するようになる
といえる。換言すると，成人と同様に（Itoi,

Ohbuchi, & Fukuno, 1996），罰回避におけるこの
ような謝罪効果の高い認識が，幼児の謝罪を引
き出す要因のひとつであると考えられる。
最後に，印象悪化抑制，怒り緩和，許容，罰

回避における謝罪効果の認識がどのような関係
性にあるかを明らかにするために，年齢および
親密性群別に相関分析を行ったところ，被害者
との親密性が高い場合，４歳児では怒り緩和と
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罰回避との間に，５歳児では印象悪化抑制と罰
回避，怒り緩和と許容との間に，そして６歳児
では印象悪化抑制と怒り緩和，許容，怒り緩和
と許容との間に連関が認められ，謝罪効果を期
待する各側面間の連関は年齢に伴い増すことが
明らかになった。反対に，被害者との親密性が
低い場合，４歳児では印象悪化抑制と怒り緩和，
許容，怒り緩和と罰回避との間に，５歳児では
印象悪化抑制と怒り緩和，罰回避，許容，許容，
許容と罰回避との間に認められていた連関が，
６歳児になると，印象悪化抑制と怒り緩和との
連関を除き見られなくなった。このような結果
が得られた一因には，謝罪を含む社会的行動に
対する親密性の影響力が，年齢に伴い増すこと
であると推察される。すなわち，年齢に伴い，
特定の親密性な他者と仲間関係を形成し，遊び
や活動を展開する中で，違反による関係喪失を
恐れるようになり（McCullough et al., 1998），
関係を維持するためには許容を得る必要があ
り，許容を得るためには怒りを緩和しなければ
ならないというように，関係維持を目的として，
謝罪効果が期待される諸側面を関連づけて考え
るようになると思われる。他方，親密性の低い
他者に対しては，年齢に伴い遊びや活動を共有
する機会が減少し，関係維持欲求が低下するた
め，謝罪効果が期待される諸側面を関連づけて
考えることが少なくなると推察される。
また，親密性の高低にかかわらず，４歳児は

怒り緩和を，５歳児は印象悪化抑制を罰回避と
関連づけて認識していたが，６歳児では罰回避
が他のいずれの側面とも関連していなかった。
印象悪化抑制，怒り緩和，許容，罰回避の中で，
前者３つは被害者との関係維持に関わるもので
あり，権威者からの外的力を意味する罰の回避
とは質的に異なる。したがって，６歳児が印象
悪化抑制，怒り緩和，許容を罰回避と関連づけ
て認識しないという結果は，被害者からの許容
を得られたからといって罰を回避できるとは限
らないなど，６歳児が罰と他の側面とを区別し
て扱っていることを意味するものであるといえ
る。他方，年齢の低い子どもは，とりわけ罰な
ど外的力に強い関心があるため（Kochanska,

1991），４・５歳児では被害者の怒りが緩和さ
れなかったり，被害者による評価が低下するこ
とが保育者による罰につながると認識するな
ど，罰と他の側面とを関連づけて認識してい
る。
以上のことから，本研究では，罰回避，印象

悪化抑制，許容，怒り緩和のうち，罰回避を除
くすべてにおいて，認識される謝罪効果の程度
は被害者との親密性の高低に影響されることが
示された。自然場面において，幼児の謝罪が見
られるようになるのは２・３歳頃であるとされ
ており（松永，1993），同様に，違反後の加害
者の行動として「謝罪しないよりは謝罪した方
がよい」と判断できるようになるのも２・３歳
頃である（Wellman, Larkey, & Somerville, 1979）。
このことから，幼児は謝罪の是非についての判
断や謝罪効果の認識に基づき謝罪すると推察さ
れるが，親密性が謝罪生起だけでなく（中川・
山崎，2004），謝罪生起の背景となる効果の認
識にも影響するという本研究結果は，謝罪プロ
セスを解明する上で有用な情報となると考えら
れる。

今後の課題

本研究では，親密性と謝罪効果の認識との関
連が明らかにされたが，以下の３点が今後の検
討課題として残された。
第１に，本研究で得られた結果が実際の幼児

の行動に反映されるかについて明らかにしなけ
ればならない。また，謝罪生起に謝罪効果の認
識がどのように影響するかについても確認する
必要がある。これらのことを検討することによ
り，謝罪についての幼児の認識と行動のずれを
明らかにすることができよう。
第２に，年齢に伴う親密性の持つ意味の変化

を考慮する必要がある。成人を対象として親密
性の高い他者と低い他者に対する怒り緩和程度
を比較したWhitesell & Harter （1996）は，親密
性の高い他者にはより強い怒りが喚起され，そ
の怒りは緩和されにくいことを明らかにし，こ
のような親密性による怒り緩和程度の違いの一
因は，期待の程度の違いであると結論づけた。
すなわち，親密性の高い他者は自分を決して傷
つけないであろうという期待が違反によって壊
され，その失望感が怒りの増加や怒り緩和の抑
制につながるという。このような他者への期待
という点において，成人の親密性と幼児の親密
性には違いが見られると考えられ，発達に伴い
親密性の意味がどのように変化し，それが謝罪
生起や謝罪についての認識にどのように影響す
るかについては今後検討する必要がある。
第３に，性差についての検討の必要性である。
謝罪の規定因である罪悪感や，謝罪と同様に社
会的に望ましい行動であるとされている向社会
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的行動には性差が見られることが従来の研究に
おいて確認されているが，謝罪については性差
は検討されていない。謝罪生起だけでなく謝罪
効果を含む謝罪認識に性差が見られるかについ
て確認することは，幼児期の謝罪の発達を明ら
かにする上で重要である。
謝罪は社会的に望ましい行動であり，教育現

場でも推奨されているにもかかわらず
（Browning, Davis, & Resta, 2000），その発達過程
や関連要因については十分に明らかにされてい
ない。謝罪の発達過程や謝罪プロセスをより明
確にするためには，今後さらに謝罪についての
知見を得る必要がある。
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